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関東農政株式会社
さいたま市中央区新都心〇－〇

スーパーなどでお米やおもち、だ
んごなどお米の加工品を選ぶとき
や、レストランなどでご飯を食べる
ときなどに、お米の産地を知りたい
と思ったことはありませんか。お米
の産地情報を確認できるようにす
る「お米のトレーサビリティ制度」
を紹介いたします。

関東農政局「消費者の部屋」11月12月特別展示

【お問合せ先】
関東農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 総務班（展示内容担当） 048-740-5197

消費・安全部 消費生活課 消費者対応班（消費者の部屋担当） 048-740-５２７６

【展示期間・場所】
令和７年11月10日(月)14：00～12月1日(月)13：00（土日・祝日を除く）
さいたま新都心合同庁舎2号館1階エントランスホール（月～金9：00～17：00）

ソーセージや冷凍食品、お菓子や
缶詰などの加工食品を選ぶとき
に、「使用されている原材料の産
地はどこ？」と気になったことはあ
りませんか。加工食品を選ぶとき
に役立つ「原料原産地表示」を
紹介いたします。

食品の産地を偽って販売するなど、食品偽装が後を絶ちません。
こうした食品偽装から消費者の皆様を守るために農林水産省が行ってい
る食品の監視業務を紹介いたします。


